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1. はじめに 

標準化の成功は、 技術的に優れた 標準の設定だけではなく、 設定した標準が 如何に広く実装された 

か、 によって評価される。 近年、 標準設定後における 必 、 須 特許権 者の戦略的行動により、 標準の実装が 

阻害されるケースが 増えてきている。 これに対する 標準化組織は 卍 田 D やディスクロージ ャ 一規程の設 

定などを通じて 対応を試みるものの、 実際の標準化組織の 態度は消極的なもので、 よってパテントボリ 

シ一の実効性は 決して高いとは 言えない。 そうした中、 バテントプールやパテントプラット フ オームが技術 

標準化における 知的財産権 問題に対する 問題解決の有力業として、 近年注口されている。 しかし、 本 

稿で指摘するように、 パテントブールの 形成は、 標準設定機能とそこに 含まれる知的財産権 のライセン 

シング機能を 組織的・構造的に 分離することによって、 研究開発専業企業や 主要必須特許権 者の戦略 

曲行動をかえって 容易にする恐れがあ る。 このような問題意識に 基づき、 標準化組織とバテントプール 

の間での，ずれ。 の原因を特定すると 共に、 両者間での協調のための 方策についてここでは 考えること 

にする。 

2. 必須特許権 者による戦略的行動のリスク 

  清報 通信産業をはじめとするハイテク 産業においては、 生産のネットワーク ， ト 生結合性の程度が 高く 、 

ひとっの製品やサービスをデザイン・ 生産する上で 複数の知的財産権 の使用が不可避な 場合が多く発 

生する。 技術標準化にも 同じような現象が 見られ、 あ る標準を設定する 際に、 複数の知的財産権 が関連 

するケースが 増えてきている。 それらの知的財産権 の中で標準の 実装に必須であ る特許を必須特許 

(Essential Patents) と呼ぶが、 その 必 、 須 特許の存在によって 標準を実装する 側は、 実装の前に必須 特 

証権 者からライセンス ( 使用許諾 ) を受ける必要があ る。 つまり、 標準関連の必須特許権 者からライセン 

スを受けない 標準の実装は、 権 利侵害となることを 意味する。 

このような状況は、 必 、 須 特許権 者の標準利用者に 対する交渉 力 を強め、 戦略的行動をとる 誘引を高 

めることに 

なる。 こうした必須特許権 者による戦略的行動の 可能性の存在は、 設定された標準の 広い実装を妨 

げるだけではなく、 標準の設定自体へのモチベーションを 低下させる要因として 作用するため、 標準化 

組織は以双からバテントボリシーを 規定することで、 必 、 須 特許権 者の戦略的行動のリスクに 対比 ; してき 

た   

3. 標準化組織と 知的財産権 

実は、 標準化組織にとって 知的財産権 問題が中心問題として 浮上してきたのは、 比較的に最近のこ 

とであ る。 それ以前の標準化組織は、 特許技術の共有を 基本原則とし、 標準関連の知的財産権 の行使 

は 制限されるのが 当然であ ると考えた。 実際多くの標準化組織では、 標準関連の知的財産権 は、 無償 

べ ー スで処理されるのが 暗黙の原則であ った。 また、 そうした標準化組織のロイヤルティフ リ 一のパテン 
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トポリシ一に 対し、 異議を訴える 声も稀であ った。 

しかし、 こうした状況は 1980 年代中盤頃 から、 変化し始めるようになる。 その主な背景としては、 当時ャき 

報 通信分野における 技術革新のスピードが 急速になり、 その結果、 製品のライフサイクルが 短くなったこ 

とで、 それまで支配的であ った「既に確立された 製品や技術を 承認する形で 標準設定を行 う 事後的 標 

理化」の意味は 薄れ、 「製品化の双に 標準化を行うという 事前標準化」の 重要性が高まるようになったこ 

とや、 米国を中心とする 知的財産権 の保護強化の 流れやそれを 受けた企業側の 知的財産権 の戦略的 

活用に対する 認識の高まりが 挙げられる。 特に、 標準の実装において 必須であ ると思われる 知的財産 

権 を保有する者 ( 二 必須特許権 者 ) は、 当該特許を標準仕様に 含めるよ う に働きかける 等、 ロイヤルティ 

収入最大化のための 戦略的行動をとる 強い誘引を持っ。 これらの要因は、 技術標準化における 知的 射 

産 権 問題を浮き彫りにする 結果をもたらした。 

4. 標準化組織のパテントポリシーと 課題 

このような必須特許権 者の戦略的行動によるリスクに 対し、 標準化組織はパテントポリシーを 持って 対 

心 してきた。 標準化組織のパテントポリシーは 、 大きく良生 ND 条項とディスクロージ ャ 一条項によって 構 

成される。 まず、 凡八 ND 条項は、 億 ns 篠あ た荻ガ N ㎞ -DiScn 血血 to げという言葉からもわかるように、 標準 

に 含まれる特許技術は、 合理的かつ非望 捌佃卸こ ラオセンスされる、 ということを 規定した条項であ る。 た 

だ、 RAAND 条項を巡っては、 その実効性の 点で様々な批判があ る。 

実際、 現在多くの標準化組織がデフォルトライセンス 方式として 几 AND 方式を採択しているにもかか 

わらず、 ，合理的。 という概念の 操作的定義 (operationaldenlnition) を具体的に提供している 標準化組織 

はほとんど見当たらない。 したがって 、 何が合理的なライセンス 条件であ るかについて、 同じ標準化組織 

に参加している 利害関係者の 中でも意見が 激しく対立する 可能注があ る。 合理的なライセンス 条件の コ 

アを 構成しているのはそのライセンス 料金であ るが、 良八 ND 下での合理的ライセンス 料を巡っては、   ' つ、 

誰が、 どのような基準で 決めるのか、 が 暖昧 であ る状態が続いている。 

ただ、 舩 ND 方式下での標準化組織にとっては、 几へ ND の具体化のためのライセンス 交渉において 

積極的な役割を 果たすことにも、 消極的な役割に 留めることにも、 問題があ る。 たとえば、 良 AND 下での 

ライセシス交渉に 標準化組織が 積極的に関与するとしたら、 標準設定プロセスにライセンス 交渉までが 

含まれることによって、 知的財産権 に関する知識やノウハウに 乏しい標準化組織にとっての 負担や標準 

設定プロセスの 複雑性が増大し、 結果的に標準設定作業は 大幅に遅れることになる。 これは技術革新 

の スピードが早く、 製品のライフサイクルが 短いハイテク 産業における 技術標準化においては 弊害が大 

きい。   一方で、 標準化組織がライセンス 交渉に一切関与しないとしたら、 結果としての 標準の価値は 潜 

在 的に低下する 可能性があ る。 なぜなら、 RAND の詳細が明確に 公表されていないため、 実際の標準 

の実装にどれくらい 費用 ( ライセンス 料 ) がかかるのかを 事前に知ることが 難しくなるからであ る。 この場 

合 、 標準設定自体はタイムリ 一に行われる 可能性が高い 反面、 その後の実装プロセスは 複雑化され、 

ュ 一ザ一にとっての 標準実装のリスクは 高くなることが 予想される。 

デイスクロージ ャ 一条項についても、 問題は山積している。 Le 血 ey 教授が指摘しているように、   清 段通 

信分野における 大部分の標準化組織は 何らかの形でのデイスクロージヤールールを 設定しているが、 

そのほとんどが 実行力に欠けている 状況であ る。 例えば、 殆どの標準化組織は、 善意でのディスクロー 
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、 ジ ャ一 (Good-Faith Disclosure) を採択しており、 特許検索の義務付けも 行われていないため、 サブマ 

リン特許など 標準設定後の 特許権 の主張に対応出来ないという 指摘があ る。 そこで現在の ヂィ スクロー 

、 ジャールールを 修正し、 それをより厳しいものにすることが 必要であ ると言える。 具体的には、 第一に、 

善意でのディスクロージャールールではなく、 標準関連の必須特許権 者に対する標準設定の 初期段階 

におけるディスクロージャ 一の強制が挙げられる。 善意でのディスクロージ ャ 一体制下では、 標準設定 

に必 、 須であ る特許を保有するメンバーがディスクロージャーを 回避することに 対する罰則規定は 存在し 

ない。 そのため、 ディスクロージャーを 怠ることがむしろ 後にその企業の 交渉 力 を増大させる 要因となる 

ため、 実質的に特許権 者によるディスクロージャー 誘引は乏しい 状態を生む。 更に、 これによってライセ 

ンシー側の不安は 増大され、 標準設定プロセス 自体が阻害される 状況さえ生まれかれない。 それを 防 

止するためにも、 標準設定の初期段階におけるディスクロージャールールの 強制が必、 要であ る。 第二に 、 

ディスクロージ ャ 一義務の部分として、 特許権 者に対し特許検索義務を 負わせることが 挙げられる。 ディ 

スクロージャールールに 効力がないのは、 そこに特許検索の 義務がないことにも 起因する。 ディスクロー 

、 ジャールールに 特許検索義務を 賦課することで、 より効果的で 完全なディスクロージャーが 行われ、 標 

準の使用がより 促進されることが 期待される。 第三に、 標準関連の必須特許の 保有者はディスクロージ 

ャ 一の時点で、 どのライセンスモードを 採用するかについても 開示するようにし、 更にライセンス 条件の 

詳細も開示することを 義務付けることが 挙げられる。 既存の多くの 標準化組織のディスクロージャールー 

ル においては、 必 、 須 特許の有無やそれが 該当する標準を 開示すればよく、 必 、 須 特許のライセンス 条件 

の 詳細の開示までは 求めないことになっている。 このような体制の 下では、 特許権 者は標準設定以降ま 

でライセンス 条件を明らかにする 誘引も持たず、 自分に有利なライセンス 条件でない限り 実質的にライ 

センスを拒否することが 可能になる。 前述したとうに、 標準設定以前に 比べ標準設定以降におけるライ 

センサー側の 交渉 力は、 既に ロソ クインされた ュ 一ザ一の交渉 カと 比較すると大きく 増大される。 このよ 

う な不公平な構造を 是正するためにも、 ディスクロージャ 一の段階でライセンス 方式を選択させることは 

意義があ ると思われる。 第四に、 メンバーが審議中の 標準と関連した 新規特許申請や 申請中特許クレ 

一ム の 修正を行 う ことを禁止する 必 、 要があ る。 また審査中の 特許のディスクロージャ 一の是非について 

も 更なる議論が 必要であ ろう。 

5. パテントプールと 課題 

こうした既存の 問題積みの標準化組織のパテントポリシ 一の有効性に 対する疑問や 不満から形成さ 

れたのが、 パテントブール (Patent poo1) であ る，。 技術標準化の 文脈で言えば、 パテントプールは、 設定 

済みの標準の 幅広い実装を 促すために、 標準実装に関連すると 思われる権 利権 者が集まり、 適正なう 

イセンスメカニズムを 設定・運用する 仕組みであ るといえる，。 ここで重要なのは、 パテントプールの 形成 

は 特許権 からのライセンス 収入を最大化することを 第一の目的としない 傾向が強いという 点であ る。 それ 

は、 ほとんどの参加企業が 当該標準を主要投入 物 として使用し 製造活動を行 う 垂直統合型の 企業であ 

るからであ る。 垂直統合型企業にとっては、 標準実装におけるホールドアップ 問題の発生可能性を 事前 

， パテントブールとは、 「特許等の複数の 権 利権 者が、 それぞれの保有特許や 特許のライセンスを 行 う 権 限を一定の 

企業体や組織体に 集中させ、 当該企業体や 組織体を通じてプールの 構成員等が必要なライセンスを 受けるもの」であ 

る [ 公正取引委員会、 1999] 。 
2 バテントブールの 詳細については、 金 。 2004, を参照すること。 
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に 最小化するために 強 い 誘引を持ち、 よって標準関連の 必、 須 特許権 者を出来るだけバテントブールに 

参加するようにし、 プールライセンス 料も適正な水準で 抑えたいという 思惑があ る。 

ほとんどのバテントプールにおいては、 標準実装における 特許の必須性を 判断するメカニズムは 持 

っが、 プールによるライセンス 収入のメンバーへの 配分は、 基本的に必須特許の ， 数 ，に基づいて 行わ 

れる。 つまり、 個別の必須特許のプールへの 貢献度の評価とそれに 基づくライセンス 収入の配分は 行 

わないのが一般的であ る。 このような必須特許の 数に基づくライセンス 収入の機械的な 配分構造は 、 ラ 

イセンス収入だけに 依存する研究開発専業企業や、 標準への貢献度の 高い質の良いと 思われる必須 

特許を保有する 企業にとっては 不満で、 それらの事業者は 当然ながらバテントプールへの 参加に消極 

的になる。 それらの事業者が 好むライセンスは 、 バテントプールによる 集合的なライセンスではなく、 双 

務 的なクロスライセンシングや 個別のライセンシングであ る。 

このように標準関連のパテントブールの 形成は、 標準を実装するユーザー 例や 必 、 須 特許を保有す 

る 垂直統合型企業にとってはメリットが 大きいが、 ライセンス収入に 全面的に依存する 研究開発専業企 

業や重要度の 高い標準関連の 特許技術を持つ 事業者にとっては、 あ まりメリットを 感じないものであ る。 

更に、 問題を深刻にさせるのは、 これらの事業者は、 標準設定プロセスには 参加し、 自ら保有する 特許 

技術を標準仕様に 含ませるよ う に働きかけながらも、 標準化組織の 暖 味 なバテントポリシー の 抜け穴は 

戦略的に利用し、 なおロイヤルティ 料を引き下げる 傾向があ るパテントプールには 参加しないことによっ 

て 、 自社保有の特許から 収益を最大化する 誘引が強い。 

6. 標準化組織とパテントプール : そのコラボレーションの 可能性 

これは標準のユーザーからしてみれば 大きなリスクであ り、 そのリスクを 回避するためにも 標準化組織 

とバテントプールは 組織的に連動する 必 、 要があ るよ う に思われる。 標準化組織が 標準設定に重点を 置く 

組織であ るとすれば、 バテントプールは、 標準の実装において 必須であ ると思われる 特許権 などの知的 

財産権 のライセンスにおける 調整を行 う 組織として位置づけられる。 この両者間での 組織的連動によっ 

て 、 標準設定プロセスに 参加する者は 当該標準の実装において 必須であ る特許技術を 保有する場合、 

バテントプールへの 参加を義務付けることが 出来る。 その際、 研究開発専業企業に 対しては、 ライセン 

ス 料の算定や酎 分 において特別な 配慮が求められる。 なぜなら、 必 、 須 特許を保有する 垂直統合事業者 

の場合、 特許ライセンス 料収入と標準技術を 投入 物 として使った 最終製品の販売収入の 合計額の最大 

化が最終日様であ るのに対し、 必 、 須 特許を保有する 研究開発専業企業にとっては、 ライセンス料収入 

だけが収益の 唯一のソースであ るからであ る。 バテントプールとは、 あ る意味、 標準に含まれる 必須特許 

のライセンサ 一でもあ り、 ライセンシ一でもあ る垂直統合型企業によって 形成される側面があ るため、 製 

造 部門を持たない 研究開発専業企業に 対する適正な 代価の支払いがライセンシー 側 ( 中でも、 垂直統 

合型企業側 ) の合意によって 人工的に低減される 可能性、 またそれによる 次なるイノベーションへの 誘 

引 が低減される 可能性があ るということを 十分に考慮する 必 、 要があ る。 一方、 標準化組織側も、 実効，性 

があ まり高いとは 言えない現行のパテントポリシーを 明確化且つ強化する 必 、 要があ る。 中でも 良八 ND の 

具体化における 標準化組織による 今まで以上のコミット や 、 本稿で指摘したようなディスクロージャ 一条 

項の更なる明確化が 至急な課題であ る。 

以上 
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